
 

令和６年度 小児インフルエンザ予防接種独自助成実施要領 
 

令和 6 年 10 月 神戸市保健所 

１．目  的 

この要領は、「行政措置予防接種実施要領」及び「神戸市定期予防接種及び行政措置
予防接種費用助成要綱」に基づき、小児インフルエンザ予防接種の実施及び費用の補助
について必要な事項を定める。 
 

２．実施主体 
  神戸市 
 
３．実施機関 
  神戸市内の予防接種契約医療機関 
 
４．実施期間 

令和６年１０月１日から令和６年１月３１日まで 
  
５．助成対象者 

接種日現在、神戸市民であり、１歳から 12 歳(13 歳の誕生日の前日まで)の者 
 
６．対象となるワクチン 
  不活化インフルエンザ HA ワクチン※ 経鼻弱毒性インフルエンザワクチンは対象外 

＜令和６年度インフルエンザＨＡワクチン製造株＞ 
  Ａ型株：Ａ／ビクトリア／４８９７／２０２２（ＩＶＲ－２３８）（Ｈ１Ｎ１） 

Ａ／カリフォルニア／１２２／２０２２（ＳＡＮ－０２２）（Ｈ３Ｎ２） 
Ｂ型株：Ｂ／プーケット／３０７３／２０１３（山形系統） 

Ｂ／オーストリア／１３５９４１７／２０２１（ＢＶＲ－２６）（ビクトリ 

ア系統） 
 

７．補助額 
１回 2,000 円 

 
８．補助回数 

①多子世帯…２回(第１子から適応) 
※ 同一世帯に接種日現在、18 歳未満の子どもが２人以上いる世帯 

②その他の世帯…１回 
 
９．不正利得の返還 

神戸市は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その

者から当該交付した助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。 


